
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

KMTCLINE 

KOREA MARINE TRANSPORT CO.,LTD. 

高麗海運ジャパン株式会社 

KMTC (JAPAN) CO.,LTD 

東京 03 (3500) 5051 

大阪 06 (6243) 1661 

 

http://www.ekmtc.com 

2019年 10月吉日 

お客様各位 

                         高麗海運ジャパン株式会社 

LSS(Low Sulphur Fuel Surcharge)導入のご案内 

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、2020年 1月 1日より IMO（国際海事機関）におけるMARPOL条約に基づき、 

低硫黄燃料規制が強化されます。本規制により船舶燃料油の硫黄含有率の上限を現行の 

3.5％から 0.5％までその規制値が引き下げられます。弊社としましても、 

本規制遵守に伴い発生する大幅なコスト増にあたり、2019年 11月 1日より下記のとおり 

LSS(Low Sulphur Fuel Surcharge)を導入させて頂く事となりましたのでご案内申し上げます。 

敬具  

記 

              

1) 適用開始日：2019年 11月 1日出港船より 

2) 支払地   ：海上運賃支払地 

3) 適用料率 ：以下参照（本年一か月毎、来年は四半期毎の見直しとなります） 

4) リーファー貨物は DRYの 1.5倍の料率となります（尚、端数につきましては全て繰り上げとなります） 

5）中国及び香港については現行料率から以下と差し替えとなります。 

6）韓国については別途あらためてご案内致します。 

7）OT/FR/TKにつきましては DRYと同じ料率となります。 

 

   ご不明な点は弊社カスタマーサービスにお問い合わせをお願い致します。   

TEL :  (東京）03-3500-5051,  TEL : （大阪）06-6243-1661                     以上 

 

http://www.ekmtc.com/

